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はじめに 

  

労働災害発生を防止するには、その発生要因となる職場の危険（リスク）を低減する取組

を継続的に実施する必要があります。 

労働安全衛生マネジメントシステムは、このリスクを低減する取組を事業場の組織全体と

して、その取組を確実に、そして継続的に実施することにより、効果的な労働災害防止対策

を進める仕組みです。 

労働安全衛生マネジメントシステムは労働災害防止に大きな効果が期待できる取組ですが、

まだまだ自社に導入して取り組むことは難しいと考えている事業場が多いのが実態です。こ

の取組には、より簡易な取組からＩＳＯと同様の認証（又は認定）を受ける取組まで様々な

段階がありますが、いずれの取組においても労働災害防止については大きな効果が期待でき

るものです。 

この冊子は、労働安全衛生マネジメントシステムについて、認証を目的としない比較的簡

易な取組について、容易で、効果的な取組方法を具体的に紹介するものです。 

その方法は、新たに労働安全衛生マネジメントシステムを導入して取り組むというおおげ

さなものではなく、いま自社で取り組んでいる安全衛生対策を前提に、その延長としてどの

ような取組を追加すれば労働安全衛生マネジメントシステムとしての取組となるのかという

観点からのものとしています。 

第 1章 「労働安全衛生マネジメントシステムの考え方を学ぶ」では、この取組が決して思

うほど膨大な書類や費用を必要とする難しいものではなく、またその取組も比較的簡易な形

で取り組むことができることを、Ｑ＆Ａ形式で理解できるようにしています。 

第２章 「労働安全衛生マネジメントシステムを３ステップでやさしく導入する」では、そ

の仕組みをやさしく理解するために、実施する事項を３つのステップと 14 のポイントに分け

て説明しています。また、「導入のやさしい手引」では、事業場でいま取り組んでいる活動等

を前提に、何を追加して取り組めばよいかを、具体的な事例等により、分かりやすく示して

おり自然に導入が進むようにしています。 

第３章 「労働安全衛生マネジメントシステムの各項目の詳細な説明」では、より充実した

取組を行う場合や第２章で実際に取り組む場合に参考となるように、各項目についてより詳

しい説明と実例を紹介しています。 

 是非、難しく考えず、できるところから取り組んでいただき、より安全度の高い事業場を

実現していただきたいと思います。 
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